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一．

は
じ
め
に

　

我
が
国
に
お
け
る
薬
物
事
犯
の
検
挙
者
数
は
一
九
九
五
年
以
降
急
激
に
増
加
し
、
二
〇
〇
四
年
の
検
挙
人
員
は
約
一
五
〇
〇
〇
人
で
あ

る
。
ま
た
、
薬
物
に
起
因
す
る
犯
罪
の
検
挙
人
員
も
約
一
〇
〇
〇
名
に
達
し
て
お
り
、
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
薬
物
事

犯
に
関
し
て
は
、
①
青
少
年
の
薬
物
乱
用
の
拡
大
・
増
加
、
②
暴
力
団
や
外
国
人
に
よ
る
事
犯
の
多
発
、
③
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
用
い
た
密
売
、
④
脱
法
ド
ラ
ッ
グ
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る�
。
た
と
え
ば
、
青
少
年
に
つ
い
て
は
、
熊
本
市
で
中
学
二
年
生

の
女
子
が
合
成
麻
薬
を
使
用
し
て
逮
捕
さ
れ
て
い
る
（
共
同
通
信
二
〇
〇
五
年
三
月
二
二
日
）
ほ
か
、
小
樽
市
の
高
校
の
女
子
生
徒
が
校

内
で
大
麻
を
売
買
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
て
い
る
し
（
読
売
新
聞
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
〇
日
）、
埼
玉
県
で
は
女
子
高
校
生
に
覚
せ
い

剤
を
販
売
し
た
男
性
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
（
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
年
七
月
一
六
日
）。
ま
た
、
違
法
な
薬
物
使
用
は
一
般
国
民
の
間
に
も

拡
大
し
て
い
る
。
最
近
の
事
例
で
は
、
自
衛
官
（
共
同
通
信
二
〇
〇
五
年
七
月
二
八
日
）、
保
護
司
（
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
年
七
月
二
八

日
）、
医
師
（
同
八
月
四
日
）、
映
画
監
督
（
同
八
月
二
五
日
）
と
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
暴
力
団
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
八
月
に
、
覚

せ
い
剤
約
三
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
末
端
価
格
二
一
億
六
〇
〇
〇
万
円
相
当
）
を
所
持
し
て
い
た
暴
力
団
員
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
（
読
売
新
聞

二
〇
〇
四
年
八
月
二
六
日�
）。
外
国
人
に
関
し
て
は
、
大
麻
樹
脂
約
一
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
末
端
価
格
約
一
億
二
八
〇
〇
万
円
相
当
）
を
所
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持
し
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
人
や
、
愛
知
県
で
薬
物
の
密
売
に
よ
っ
て
約
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
収
入
を
得
て
い
た
イ
ラ
ン
人
の
例
が
あ
る

（
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
年
八
月
一
〇
日
、
二
四
日
）。
ネ
ッ
ト
販
売
の
例
と
し
て
は
、
三
〇
都
道
府
県
の
一
三
五
人
に
覚
せ
い
剤
を
販
売
し

て
一
〇
〇
〇
万
円
の
利
益
を
上
げ
た
男
性
や
、
二
八
都
道
府
県
の
二
五
〇
人
か
ら
約
一
七
〇
〇
万
円
の
入
金
を
得
た
グ
ル
ー
プ
が
逮
捕
さ

れ
て
い
る
（
読
売
新
聞
二
〇
〇
五
年
六
月
二
日
、
七
月
一
六
日
）。
脱
法
ド
ラ
ッ
グ
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
二
〇
〇
五
年
二
月
に

「
脱
法
ド
ラ
ッ
グ
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
置
し
、
そ
の
提
言
を
踏
ま
え
て
、
法
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る�
。

　

政
府
も
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
「
薬
物
乱
用
対
策
推
進
本
部
」
を
一
九
九
七
年
に
設
置
し
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、「
薬
物

乱
用
防
止
新
五
か
年
戦
略
」
を
策
定
し
た
。
こ
れ
は
、「
第
三
次
覚
せ
い
剤
乱
用
期
の
一
刻
も
早
い
終
息
に
向
け
て
総
合
的
に
対
策
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
世
界
的
な
薬
物
乱
用
問
題
の
解
決
に
」
貢
献
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る�
。

　

そ
の
他
に
も
、
薬
物
事
犯
を
巡
っ
て
は
、
責
任
能
力
の
問
題
や
、
量
刑
の
問
題
、
さ
ら
に
は
、
強
制
採
尿
な
ど
の
刑
事
訴
訟
法
の
問
題

も
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
と
く
に
薬
物
事
犯
犯
罪
者
の
中
で
も
、
依
存
症
患
者
の
処
遇
の
問
題
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る�
。

二．

薬
物
乱
用
等
の
概
念

　

薬
物
嗜
癖
と
は
、「
あ
る
種
の
薬
物
を
継
続
し
て
、
ま
た
は
断
続
し
て
摂
取
す
る
う
ち
に
、
そ
の
薬
物
の
摂
取
を
止
め
よ
う
と
思
っ
て

も
止
め
ら
れ
な
く
な
り
（
強
迫
的
使
用
）、
使
用
量
を
増
加
し
な
い
と
当
初
の
効
果
が
得
ら
れ
ず
（
耐
性
）、
そ
の
薬
物
の
摂
取
を
止
め
た

り
、
減
量
し
た
り
す
る
と
、
精
神
的
・
身
体
的
苦
痛
に
襲
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
退
薬
症
状
）
こ
と
」
を
い
う�
。
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薬
物
乱
用
と
は
、
医
療
目
的
を
逸
脱
し
て
薬
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
薬
物
を
社
会
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
目
的
や
方
法
で
、
自

己
摂
取
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る�
。
薬
物
依
存
と
は
、
薬
物
の
強
迫
的
使
用
の
結
果
、
本
人
の
健
康
を
害
し
、
社
会
生
活
が
乱
れ
、
社

会
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と�
と
か
、
薬
物
乱
用
行
為
の
反
復
の
結
果
に
生
じ
た
状
態
で
、「
薬
物
摂
取
へ
の
渇
望
に
よ
り
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
喪
失
し
た
状
態�
」、「
生
体
と
薬
物
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
薬
物
摂
取
を
や
め
よ
う
と
思
っ
て
も
や
め
ら
れ
な
い
状
態�
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
慢
性
中
毒
と
は
、「
あ
る
薬
物
を
継
続
的
・
断
続
的
に
摂
取
す
る
う
ち
に
、
そ
の
薬
物
に
期
待
し
た
効
果
以
外
の
有
害

な
作
用
が
現
わ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
内
臓
諸
器
官
が
侵
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る�
。

　

精
神
障
害
の
国
際
的
診
断
基
準
の
Ｉ
Ｃ
Ｄ�
　

は
、「
精
神
作
用
物
質
使
用
に
よ
る
精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害
」
と
し
て
、
ア
ル
コ
ー

１０

ル
・
ア
ヘ
ン
・
大
麻
・
鎮
痛
剤
・
睡
眠
剤
・
コ
カ
イ
ン
・
幻
覚
剤
・
タ
バ
コ
・
揮
発
性
溶
剤
な
ど
の
摂
取
か
ら
生
じ
る
幻
覚
な
ど
の
精
神

病
性
障
害
や
残
遺
性
お
よ
び
遅
発
性
の
精
神
病
性
障
害
を
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ�
　
�
Ｔ
Ｒ
で
は
、
物
質
関
連
障
害
を
物
質

��

使
用
障
害
（
依
存
と
乱
用
）
と
物
質
誘
発
性
に
分
け
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
（
覚
せ
い
剤
）
に
関
す
る
も
の
と

し
て
、
中
毒
・
離
脱
・
せ
ん
妄
や
気
分
障
害
・
不
安
障
害
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
い
る�
。

三．

薬
物
犯
罪
の
現
状

�
　

関
連
規
定
の
概
要

　

薬
物
乱
用
に
つ
い
て
は
、
薬
物
五
法
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
、
大
麻
取
締
法
、

あ
へ
ん
法
）
と
い
わ
れ
る
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ロ
イ
ン
・
覚
せ
い
剤
・
あ
へ
ん
の
輸
入
・
輸
出
・
製
造
は

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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一
年
以
上
の
有
期
懲
役
、
譲
渡
・
譲
受
・
所
持
・
使
用
は
一
〇
年
以
下
の
懲
役
、
シ
ン
ナ
ー
等
有
機
溶
剤
無
登
録
販
売
は
三
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
二
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
の
併
科
、
大
麻
の
栽
培
・
輸
出
入
は
七
年
以
下
の
懲
役
、
シ
ン
ナ
ー
の
摂
取
・
吸
入
は
一

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
の
併
科
、
大
麻
の
譲
渡
・
譲
受
・
所
持
は
五
年
以
下
の
懲
役
と
な
っ
て
お
り
、

営
利
目
的
の
場
合
は
刑
が
加
重
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
精
神
保
健
福
祉
法
は
、
一
九
九
九
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
精
神
障
害
者
の
定
義
に
含
ま
れ
て
い
た
「
中
毒
性
精
神
病
」
を
「
精

神
作
用
物
質
に
よ
る
急
性
中
毒
又
は
そ
の
依
存
症
」
へ
と
変
更
し
、
精
神
病
状
態
を
き
た
し
て
い
な
い
覚
せ
い
剤
の
慢
性
中
毒
者
を
も
対

象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
者
に
自
傷
他
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
強
制
（
措
置
）
入
院
の
対
象
と
な
る
（
二
九

条
）。
他
方
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
は
、
医
師
の
届
出
義
務
と
麻
薬
取
締
官
等
の
通
報
義
務
を
規
定
し
、
麻
薬
中
毒
者
が
麻
薬
の

施
用
を
繰
り
返
す
お
そ
れ
が
著
し
い
と
認
め
た
と
き
は
、
入
院
さ
せ
て
必
要
な
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
（
五
八
条
の

二�
五
八
条
の
八
）。
こ
の
よ
う
に
、
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
我
が
国
の
医
療
保
護
は
、
麻
薬
中
毒
と
覚
せ
い
剤
中
毒
と
で
異
な
っ
た
も

の
に
な
っ
て
い
る�
。

�
　

犯
罪
の
現
状

　

薬
物
犯
罪
の
平
成
一
六
年
の
現
状
に
つ
い
て
、
①
覚
せ
い
剤
事
犯
は
、
検
挙
人
員
が
減
少
し
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
根
強
い
需
要
が

認
め
ら
れ
る
、
②
大
麻
事
犯
は
、
乱
用
の
拡
大
が
進
ん
で
い
る
、
③����

����
等
の
合
成
麻
薬
事
犯
は
、
乱
用
の
拡
大
が
顕
著
で
あ
る
、

と
の
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る�
。
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（
ａ
）　

覚
せ
い
剤

　

平
成
一
六
年
中
の
覚
せ
い
剤
事
犯
の
検
挙
件
数
は
一
七
六
九
九
件
、
検
挙
人
員
は
一
二
二
二
〇
人
、
覚
せ
い
剤
の
押
収
量
は
四
〇
六
・

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
前
年
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
が
、
一
割
台
の
減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
憂
慮
す
べ
き
状
況
に

変
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
起
訴
率
は
、
こ
の
二
〇
年
間
ほ
ぼ
八
〇
％
台
後
半
で
推
移
し
て
い
る
が
、
量
刑
に
つ
い
て
は
、
懲
役
二

年
以
上
三
年
未
満
の
者
が
増
加
し
て
お
り
、
厳
罰
化
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　
（
ｂ
）　

大
麻
と
そ
の
他
の
麻
薬

　

平
成
一
六
年
中
の
大
麻
事
犯
の
検
挙
件
数
は
三
〇
一
八
件
、
検
挙
人
員
は
二
二
〇
九
人
、
大
麻
の
押
収
量
は
九
〇
一
・
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
前
年
よ
り
一
割
前
後
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
麻
薬
の
中
で
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、����
�
���
等
の
合
成
麻
薬
事
犯
の
増
加
で
あ
る
。
検
挙
人
員
と
押
収
量
を
見
る
と
、

平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
九
人
と
七
七
〇
七
六
錠
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
に
は
、

四
一
七
人
と
四
六
九
一
二
六
錠
へ
と
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
一
六
年
の
①
コ
カ
イ
ン
、
②
ヘ
ロ
イ
ン
、
③
ア
ヘ
ン
に
よ
る
検
挙
件
数
、
検
挙
人
員
、
押
収
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
一
六
一
件
、

七
六
人
、
八
五
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
②
四
一
件
、
一
三
人
、
〇
・
〇
三
二
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
③
八
〇
件
、
五
九
人
、
一
・
七
キ
ロ
グ
ラ
ム

で
あ
り
、
コ
カ
イ
ン
の
押
収
量
は
増
加
し
て
い
る
が
、
ヘ
ロ
イ
ン
は
大
幅
に
減
少
し
、
ア
ヘ
ン
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ

ら
事
犯
の
件
数
が
少
な
く
、
覚
せ
い
剤
事
犯
の
多
い
こ
と
が
我
が
国
の
特
徴
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）
の
起
訴
率
を
見
る
と
、
麻
薬
取
締
法
違
反
に
つ
い
て
は
七
四
％
、
大
麻
取
締
法
違
反
は
六
六
・
九
％
と

一
五
○
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な
っ
て
お
り
、
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

シ
ン
ナ
ー
等
有
機
溶
剤
事
犯
の
平
成
一
六
年
の
検
挙
人
員
は
四
〇
五
七
人
で
あ
り
、
そ
の
半
数
を
少
年
が
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ

ゆ
る
脱
法
ド
ラ
ッ
グ
の
販
売
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
新
た
に
麻
薬
と
し
て
指
定
さ
れ
た
薬
物
も
見
ら
れ
る�
。

�
　

他
の
犯
罪
と
の
関
係

　

覚
せ
い
剤
に
起
因
す
る
犯
罪
の
検
挙
人
員
は
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
に
二
〇
三
人
で
あ
り
、
そ
の
後
ほ
ぼ
一
五
〇
人
か
ら
二
〇

〇
人
の
間
で
推
移
し
て
い
た
が
、
平
成
一
〇
年
以
降
は
減
少
を
続
け
、
平
成
一
五
年
に
は
八
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
罪
名
を
見
て
み

る
と
、
殺
人
四
名
、
傷
害
八
名
、
窃
盗
九
名
、
住
居
侵
入
一
四
名
、
銃
刀
法
違
反
一
一
名
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る�
。
た
だ
し
、
薬
物
常

用
者
全
体
と
犯
罪
の
関
係
を
見
る
と
、
平
成
一
六
年
の
検
挙
人
員
は
九
七
一
人
で
あ
り
、
殺
人
一
六
名
、
強
盗
四
五
名
、
強
姦
一
八
名
、

傷
害
九
四
名
、
恐
喝
五
八
名
、
窃
盗
四
六
六
名
と
な
っ
て
お
り
、
検
挙
人
員
は
前
年
よ
り
も
四
〇
人
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
薬
物
に
起

因
す
る
犯
罪
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う�
。

四．

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇

�
　

診
察

　

公
務
員
は
、「
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
刑
訴
法
二
三
九

条
二
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
に
関
し
て
は
、
医
師
・
麻
薬
取
締
官
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ

（　

）
１５

（　

）
１６

（　

）
１７

一
五
一

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
七
七
）



の
届
出
・
通
報
義
務
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
五
八
条
の
二
―
三
）、
司
法
に
委
ね
ず
に
治
療
が
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
に
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
存
在
せ
ず
、
し
か
も
、
そ
の
取
り
扱
い
は
分
か
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
訴
法
に
基
づ
く
告
発
は
、「
職
務
上
の
適
正
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
」
る�
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
告
発
を
行

わ
ず
に
治
療
が
開
始
さ
れ
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
医
師
が
自
首
を
勧
め
る
と
き
も
あ
る�
。
警
察
に
対
す
る
通
報
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

近
時
の
判
例
に
は
こ
れ
を
容
認
し
た
も
の
が
あ
る
。
事
案
は
、
傷
害
を
負
っ
た
救
急
患
者
の
承
諾
を
得
ず
に
、
腎
臓
か
ら
の
出
血
の
有
無

を
確
か
め
る
た
め
に
尿
を
採
取
し
た
後
に
、
薬
物
検
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
覚
せ
い
剤
反
応
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
警
察
に
通
報
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
被
告
人
か
ら
、
薬
物
検
査
は
、
被
告
人
の
承
諾
な
く
強
行
さ
れ
た
医
療
行
為
で
あ
っ
て
、
医
療
上
の
必
要
も
な

い
上
、
警
察
官
に
通
報
し
た
行
為
は
、
医
師
の
守
秘
義
務
に
違
反
し
て
お
り
、
警
察
官
が
医
師
の
行
為
を
利
用
し
て
被
告
人
の
尿
を
押
収

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
令
状
主
義
の
精
神
に
反
す
る
重
大
な
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁
は
、「
医

師
は
、
救
急
患
者
に
対
す
る
治
療
の
目
的
で
、
被
告
人
か
ら
尿
を
採
取
し
、
…
薬
物
検
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
医
療
上
の
必
要
が

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
…
医
療
行
為
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
…
捜
査
機
関
に
通
報
す
る
こ
と
は
、
正
当
行
為
と
し

て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
医
師
の
守
秘
義
務
に
違
反
し
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る�
。

　

な
お
、
保
護
観
察
所
に
お
い
て
二
〇
〇
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
簡
易
尿
検
査
の
場
合
は
、
取
締
的
な
も
の
で
は
な
く
予
防
的
な
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
陽
性
の
反
応
が
出
た
と
き
に
、
必
ず
告
発
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い�
。

　

こ
の
よ
う
に
、
診
察
段
階
で
薬
物
乱
用
が
発
見
さ
れ
た
と
き
の
取
り
扱
い
は
区
々
に
分
か
れ
て
い
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
処
罰
よ
り

も
治
療
処
遇
を
優
先
す
る
な
ら
ば
、
英
米
の
よ
う
な
方
向
を
目
指
し
て
、
運
用
の
統
一
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
麻
薬
及
び
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向
精
神
薬
取
締
法
の
医
療
・
保
護
制
度
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
地
域
間
に
較
差
が
見

ら
れ
る
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る�
。

�
　

矯
正
施
設

　

昭
和
五
〇
年
前
後
か
ら
覚
せ
い
剤
受
刑
者
は
増
加
し
、
現
在
で
は
、
新
受
刑
者
の
約
五
分
の
一
、
年
末
在
所
受
刑
者
の
約
四
分
の
一
を

占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
矯
正
施
設
に
お
い
て
覚
せ
い
剤
受
刑
者
の
処
遇
は
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
薬
物
乱
用
防
止
新
五
か

年
戦
略
に
お
い
て
も
、「
職
員
の
指
導
技
術
の
向
上
、
新
た
な
教
材
開
発
、
民
間
資
源
活
用
の
推
進
等
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
被
収

容
者
の
社
会
復
帰
支
援
の
一
環
と
し
て
、
民
間
団
体
と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

行
刑
改
革
会
議
の
提
言
を
受
け
て
、
薬
物
事
犯
受
刑
者
処
遇
研
究
会
に
お
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た�
。
そ
し
て
、
矯
正
処
遇
に
お
け
る
改
善

指
導
を
義
務
化
し
、
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、「
個
別
的
処
遇
・
計
画
的
処
遇
、
専
門
的
知
識
の
活
用
、
社
会
と
の
連
携
」
を
取
り
入
れ

る
こ
と
に
な
っ
た�
。
二
〇
〇
五
年
に
成
立
し
た
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
八
二
条
は
、
改
善
指
導
に
つ
い
て
規
定

し
、
そ
の
二
項
に
お
い
て
、
と
く
に
暴
力
団
員
と
「
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
そ
の
他
の
薬
物
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
」
者
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
従
来
の
処
遇
類
型
別
指
導
は
、
法
律
上
の
根
拠
が
明
確
で
な
く
、
各
施
設
が
独
自
に
実
施
し
て
お
り
、
統
一
的
・
標
準
的
な
も
の
が

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
法
務
省
が
標
準
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
成
果
に
期
待
し
た
い�
。

　

他
方
、
矯
正
の
現
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
先
取
り
す
る
形
で
処
遇
の
改
善
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
横
浜
刑
務
所
で
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は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
民
間
リ
ハ
ビ
リ
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
を
指
導
に
加
え
て
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
お
り
、
二
〇
〇
一
年
に
は
指

導
回
数
を
五
回
か
ら
一
〇
回
へ
と
増
加
さ
せ
た
。
こ
の
受
講
者
の
定
員
は
一
〇
名
で
、
受
講
資
格
は
、
①
参
加
意
欲
の
あ
る
こ
と
、
②
残

刑
期
六
月
以
上
、
③
出
所
日
の
近
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
内
容
は
、
①
覚
せ
い
剤
依
存
で
あ
り
、
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
、

②
出
所
後
の
リ
ハ
ビ
リ
の
希
望
を
持
た
せ
る
こ
と
が
主
た
る
も
の
で
あ
る�
。
こ
の
よ
う
な
処
遇
の
開
発
は
昭
和
五
六
年
か
ら
開
始
さ
れ
て

お
り
、
現
在
で
は
、
ほ
ぼ
全
国
の
刑
務
所
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が�
、
後
述
す
る
「
継
続
ケ
ア
」
の
方
向
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�
　

民
間
リ
ハ
ビ
リ
施
設　
―　
ダ
ル
ク
等
の
取
り
組
み

　

東
京
ダ
ル
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
ダ
ル
ク
の
事
業
目
的
は
、
①
薬
物
依
存
症
者
に
共
同
生
活
の
場
を
提
供
し
、
薬
物
を
使
わ

な
い
生
き
方
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薬
物
依
存
か
ら
の
回
復
を
支
援
す
る
こ
と
、
②
回
復
し
て
い
く
た
め
の
場
、

時
間
、
回
復
者
モ
デ
ル
を
提
供
し
、
ナ
ル
コ
テ
ィ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
（
Ｎ
Ａ
）
の
一
二
ス
テ
ッ
プ
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て

新
し
い
生
き
方
の
方
向
付
け
を
し
、
各
地
の
自
助
グ
ル
ー
プ
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る�
。
Ｎ
Ａ
と
は
、
回
復
に
向
か
っ
て

い
る
薬
物
依
存
者
の
た
め
の
非
営
利
的
か
つ
国
際
的
な
組
織
で
あ
る
。
現
在
一
一
三
カ
国
以
上
で
活
動
し
て
お
り
、
回
復
の
た
め
の
一
二

ス
テ
ッ
プ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
第
一
ス
テ
ッ
プ
は
、「
私
た
ち
は
、
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
無
力
で
あ
り
、
生
き
て
い
く
こ
と
が

ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
認
め
た
」
で
あ
り
、
第
一
二
ス
テ
ッ
プ
は
、「
こ
れ
ら
の
ス
テ
ッ
プ
を
経
た
結
果
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
に
目
覚
め
、
こ
の
話
を
ア
デ
ィ
ク
ト
に
伝
え
、
ま
た
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
、
こ
の
原
理
を
実
践
す
る
よ
う
に
努
力
し
た
」
と
な
っ
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て
い
る�
。
ダ
ル
ク
は
、
薬
物
依
存
症
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
中
間
施
設
で
あ
り
、
全
国
三
〇
箇
所
の
施
設
は
、
い
ず
れ
も
回
復
者
ス
タ
ッ

フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
入
寮
型
（
ナ
イ
ト
ケ
ア
）、
通
所
型
（
デ
イ
ケ
ア
）、
女
性
ハ
ウ
ス
な
ど
の
施
設
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、

家
族
教
室
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
病
院
だ
け
で
な
く
、
行
刑
施
設
と
も
連
携
す
る
と
同
時
に
、
更
生
保
護
に
も
協
力
し
て
お

り
、
依
存
者
の
社
会
復
帰
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
パ
リ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
研
究
所
＝��������������������

�����������������������

�����������������

������������������
）
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
り
、
ダ
ル
ク
を
支
援
す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
刑
事
司
法
手
続
全
般
に
お

け
る
支
援
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
保
釈
中
の
刑
事
被
告
人
に
対
す
る
薬
物
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る�
。

�
　

更
生
保
護

　

一
九
九
〇
年
に
法
務
省
保
護
局
は
、
類
型
別
処
遇
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
シ
ン
ナ
ー
等
乱
用
対
象
者
及
び
覚
せ
い
剤
事
犯
対
象
者
を
取
り

上
げ
、
処
遇
指
針
を
作
成
し
、
そ
の
後
そ
の
改
善
が
図
ら
れ
て
き
た�
。
か
つ
て
は
、
保
護
観
察
官
が
訴
追
官
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
対
す
る
疑
問
も
見
ら
れ
た
が�
、
現
在
で
は
、
前
述
し
た
簡
易
尿
検
査
の
運
用
を
見
る
と
、
処
罰
的
で
は
な
く
予
防
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
処
遇
に
お
い
て
も
、
精
神
医
療
施
設
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
保
健
所
、
ダ
ル
ク
な
ど
の
援
助
機
関

と
の
連
携
体
制
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
る�
。

　

さ
ら
に
、
上
述
の
援
助
機
関
に
加
え
て
、
麻
薬
取
締
官
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
麻
薬
取
締
官

は
、
薬
物
乱
用
防
止
の
た
め
、
不
正
ル
ー
ト
の
取
締
や
正
規
ル
ー
ト
の
監
督
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
薬
物
乱
用
防
止
啓
発
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活
動
の
一
環
と
し
て
、
薬
物
中
毒
者
の
治
療
や
社
会
復
帰
の
た
め
の
助
言
を
行
っ
て
い
る
。
麻
薬
取
締
官
の
多
く
は
薬
剤
師
で
あ
り
、
麻

薬
中
毒
者
相
談
員
、
保
健
所
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
医
療
機
関
と
協
力
し
て
助
言
活
動
を
実
施
し
て
い
る�
。

五．

諸
外
国
の
処
遇
の
現
状�
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て�

�
　

イ
ギ
リ
ス

　
　

ａ．　

現
状

　

一
九
七
一
年
薬
物
乱
用
法
は
、
薬
物
を
三
分
類
し
て
お
り
、
最
も
有
害
な
も
の
を
Ａ
と
し
、
こ
れ
に
は
、
コ
カ
イ
ン
、
エ
ク
ス
タ
シ

ー
、
ヘ
ロ
イ
ン
、
Ｌ
Ｓ
Ｄ
が
含
ま
れ
る
。
Ｂ
は
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
（
覚
せ
い
剤
）、
Ｃ
は
カ
ナ
ビ
ス
（
イ
ン
ド
大
麻
）、
ト
ラ
ン
キ
ラ
イ
ザ

ー
で
あ
る
。
な
お
、
カ
ナ
ビ
ス
は
二
〇
〇
四
年
に
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
と
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
抵
の
場
合
、
カ
ナ
ビ
ス
の
所
持
は
逮
捕
さ
れ
な

い
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
薬
物
対
策
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
は
、
治
療
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
二
一
世
紀
に
な
っ

て
、
刑
事
司
法
ア
プ
ロ
ー
チ
に
転
換
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
三
月
の
間
に
、
薬
物
依
存
の
治
療
を
受
け
た
者
は
一
四
万
人
で
あ
り�
、
二
〇
〇
三
年
の
薬
物
犯
罪

の
総
数
は
一
三
三
九
七
〇
件
で
、
そ
の
内
訳
は
、
Ａ
ク
ラ
ス
が
三
五
六
一
〇
件
、
Ｂ
が
九
四
五
二
〇
件
、
Ｃ
一
六
六
〇
件
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
は
一
一
〇
六
四
〇
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
九
〇
％
は
所
持
罪
で
、
残
り
が
取
引
に
関
連
す

る
犯
罪
で
あ
る
。
所
持
罪
に
対
す
る
処
分
の
ほ
と
ん
ど
は
警
告
や
罰
金
で
あ
る
が
、
取
引
の
場
合
は
六
割
が
実
刑
を
科
さ
れ
て
い
る�
。
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二
〇
〇
三
年
に
押
収
さ
れ
た
薬
物
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
押
収
件
数
は
一
〇
九
四
一
〇
件
で
、
Ｂ
ク
ラ
ス
が
七
七
％
を
占
め
、
Ａ
二

七
％
、
Ｃ
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
押
収
量
は
、
コ
カ
イ
ン
六
・
八
ト
ン
、
ヘ
ロ
イ
ン
二
・
七
ト
ン
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
六
七
〇
万
錠
、
覚
せ

い
剤
一
・
五
ト
ン
、
カ
ナ
ビ
ス
九
九
ト
ン
で
あ
る�
。

　
　

ｂ．

処
遇

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
九
八
年
以
前
は
、
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
特
別
な
処
分
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
保
護
観
察
に
薬
物
治
療

を
付
加
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
処
分
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年

に
、
薬
物
に
対
す
る
対
策
の
包
括
的
な
戦
略
が
策
定
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
導
入
さ
れ
た
処
分
は
、
逮
捕
委
託
制
度
（��������������

����������������

�������

�������
）
や
、
薬
物
治
療
検
査
命
令
（�����������������������������
���������������������������������
）、
断
薬
命
令
（��������������������

����������������������
）
な
ど

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
継
続
ケ
ア
（�����������
�����������
）
を
確
保
す
る
た
め
の
処
分
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
継
続
ケ
ア
と
は
、
逮
捕

か
ら
判
決
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
継
続
的
な
支
援
の
こ
と
を
い
い
、
多
職
種
に
よ
る
総
合
チ
ー
ム
が
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
対
象
者
に

対
し
て
、
保
健
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
、
教
育
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
）
を
行
う
も
の
で
あ
る�
。

　

逮
捕
委
託
制
度
と
は
、
警
察
の
留
置
場
に
薬
物
ワ
ー
カ
ー
が
入
り
、
被
疑
者
が
同
意
す
れ
ば
、
簡
単
な
評
価
を
実
施
し
、
彼
ら
を
治
療

機
関
に
委
託
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
九
月
の
間
に
、
約
四
一
〇
〇
〇
人
が
委
託
さ
れ
て
い

る
。

　

薬
物
治
療
検
査
命
令
は
、
一
九
九
八
年
犯
罪
秩
序
違
反
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
三
月
の
間

に
、
三
地
域
で
試
行
さ
れ
た
。
現
在
で
も
試
行
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
効
果
の
検
証
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
命
令
は
、
裁
判
所
が
、
受
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刑
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
、
保
護
観
察
所
の
援
助
を
受
け
て
、
拘
禁
刑
の
代
わ
り
に
治
療
を
命
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
命
令
の
期

間
は
六
月�
三
年
で
あ
り
、
受
刑
者
は
頻
繁
に
薬
物
検
査
を
受
け
、
遵
守
事
項
違
反
の
場
合
は
、
裁
判
所
が
命
令
を
取
り
消
し
て
、
拘
禁

刑
を
言
い
渡
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る�
。

　

相
談
・
評
価
・
委
託
・
助
言
・
継
続
ケ
ア
（���������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������
＝�����

�����
）
と

は
、
内
務
省
と
行
刑
庁
が
一
九
九
九
年
に
開
始
し
た
も
の
で
、
拘
禁
刑
受
刑
者
の
施
設
内
と
釈
放
後
の
薬
物
治
療
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
薬
物
専
門
員
と
刑
務
官
、
保
護
観
察
官
、
医
療
専
門
員
、
臨
床
心
理
士
で
構
成
さ
れ
る
多
職
種
チ
ー
ム
が
担
当
し
、
対
象
者
は
六

�
二
二
週
間
の
集
中
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
。
ま
だ
、
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
評
価
は
定
ま
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
る�
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
よ
う
な
処
遇
は
、
治
療
を
継
続
す
る
と
い
う
点
で
、
我
が
国
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
に
、
薬
物
治
療
検
査
命
令
に
対
象
者
が
同
意
す
る
の
は
、
同
意
し
な
か
っ
た
場

合
は
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
処
分
に
は
「
人
権
と
倫
理
の
問
題
が
あ
る
」
と
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る�
。

　

第
二
に
、
薬
物
対
策
の
管
轄
が
保
健
省
か
ら
内
務
省
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
が
薬
物
依
存
の
治
療
を
受
け

る
の
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
で
は
、「
治
療
を
受
け
た
け
れ
ば
、
犯
罪
を
犯
す
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
あ
る�
。
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
我
が
国
で
は
、
使
用
さ
れ
る
頻
度
の
高
い
薬
物
に
も
違
い
が

見
ら
れ
る
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
文
化
自
体
の
差
異
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
参
照
す
る
際
に
は
、
上
記
の
よ

う
な
批
判
も
含
め
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（　

）
３９

（　

）
４０

（　

）
４１

（　

）
４２

一
五
八

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
八
四
）



�
　

そ
の
他
の
諸
国

　
　

ａ．　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト

　

ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト
と
は
、
裁
判
官
の
監
督
に
基
づ
い
て
、
治
療
及
び
リ
ハ
ビ
リ
を
実
施
し
、
薬
物
事
件
を
処
理
す
る
特
別
の
裁
判
所�

で
あ
り
、
治
療
を
終
了
し
た
被
告
人
の
公
訴
は
棄
却
さ
れ
る
の
で
、
拘
禁
刑
を
回
避
す
る
と
い
う
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
機
能
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
薬
物
治
療
検
査
命
令
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
薬
物
犯
罪
者
の
処
罰
よ
り
も
治
療
を
優
先

す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
実
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
　

ｂ．　

ア
ジ
ア
各
国

　

法
務
総
合
研
究
所
は
、
二
〇
〇
三
年
に
中
華
人
民
共
和
国
な
ど
ア
ジ
ア
八
カ
国
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
実
施
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
規
制
薬
物
の
取
引
に
関
し
て
は
、
長
期
の
拘
禁
刑
や
死
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
薬
物
乱
用
者
に
対
し
て
は
、
処
罰
よ
り
も
治
療

を
優
先
す
る
方
針
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。「
予
防
を
含
め
た
統
合
的
な
薬
物
対
策
へ
の
転
換
」
が
図
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
薬
物
対
策
統
括
機
関
を
設
け
、
そ
れ
を
核
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
様
々
な
処
遇

�
治
療
共
同
体
、
認
知
行
動
療
法
、������

�
�����
モ
デ
ル
、���

�
��
モ
デ
ル
、����

�
����
が
採
用
さ
れ
、
継
続
お
よ
び
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
の
充
実
が

目
指
さ
れ
て
い
る�
。

六．

今
後
の
課
題

　

先
に
紹
介
し
た
法
務
総
合
研
究
所
の
調
査
研
究
に
お
い
て
は
、「
日
本
に
お
け
る
薬
物
乱
用
者
処
遇
の
現
状
と
課
題
」
が
取
り
上
げ
ら
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れ
、
重
要
な
提
言
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
時
、
学
界
か
ら
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
貴
重
な
提
言
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第
一
に
、
薬
物
乱
用
者
に
対
し
て
は
、
処
罰
よ
り
も
治
療
を
優
先
さ
せ
る
と
同
時

に
、
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
も
検
討
に
値
す
る
。
第
二

に
、
継
続
ケ
ア
（�����������
������������
）
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
諸
機
関
が
連
携
を
強
化
す
る
必
要
が
あ

る
。
第
三
に
、
行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
薬
物
乱
用
者
の
集
中
的
処
遇
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
交
通
犯
罪
者
の
集
禁
処
遇
を
参
考
に
し

て
、
薬
物
刑
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
も
一
つ
の
方
策
で
あ
る
。
第
四
に
、
治
療
共
同
体
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
活
動
し
て
い
る

ダ
ル
ク
等
の
民
間
団
体
へ
の
支
援
の
強
化
も
必
要
で
あ
る�
。

　

本
稿
の
検
討
か
ら
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
課
題
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
薬
物
犯
罪
者
の

継
続
ケ
ア
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
統
一
的
処
遇
を
目
指
し
て
、
さ
ら
に
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
体
制
は
、
個
々

の
機
関
の
効
率
を
上
げ
る
た
め
の
改
良
は
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
統
合
的
に
管
轄
す
る
組
織
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
に
関
連
し
て
、
第
二
に
、
麻
薬
五
法
の
統
廃
合
も
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
現
状
で
は
、
麻
薬
中
毒
者
と
覚
せ
い
剤
中
毒
者

の
医
療
保
護
体
制
が
異
な
っ
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
、
薬
物
犯
罪
者
の
中
で
は
覚
せ
い
剤
中

毒
者
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
麻
薬
中
毒
者
に
対
す
る
処
遇
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
統
一
を
図
る
べ
き
で
あ
る�
。
ま
た
、
現
在

の
よ
う
な
複
雑
な
法
規
制
で
は
、
実
際
の
運
用
に
支
障
の
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
医

療
保
護
制
度
に
関
し
て
、
現
場
の
医
師
の
理
解
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か�
。
第
三

に
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
薬
物
犯
罪
者
を
分
類
し
、
き
め
細
か
な
処
遇
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
薬
物
と
言
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
分
類
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し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
依
存
性
や
害
悪
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
薬
物
に
よ
っ
て
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
使
用
者
に
関
し
て
も
、

少
年
と
女
性
、
成
人
男
性
の
間
で
は
、
使
用
目
的
な
ど
の
差
異
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
は
異
な
っ
て
当
然
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
薬
物
の
使
用
は
自
己
決
定
権
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
堕
落
の
自
由
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
が�
、
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
Ｃ
ク
ラ
ス
に
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
依
存
性
の
低
い
薬
物
を
成
人
が
使
用
す
る
と
き
の
問
題
で
あ
っ

て
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
薬
物
の
場
合
は
事
情
が
異
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
き
め
細
か
く
分
類
し
た
う
え

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
処
遇
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
薬
物
の
自
己
使
用
者
と
取
引
に
関
わ
る
者
と
は
一
致
し
な
い
場
合
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
よ
う
に
、
そ
の
処
遇
を
分
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
我
が
国
お
い
て
も
、
既
に
見
た
よ
う

に
、
麻
薬
五
法
の
処
罰
に
は
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
刑
の
単
な
る
加
重
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
の
個
別
化
を

図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
組
織
暴
力
団
の
関
与
が
問
題
で
あ
る
の
は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
対
策
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
〇
年
代
に
、
国
連
の
麻
薬
新
条
約
を
担
保
す
る
た
め
の
法
改
正
が
行
わ
れ
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
や
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
処
罰
、
不
法
収
益
の
没
収
・
追
徴
な
ど
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
運
用

に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る�
。
第
五
に
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
と
の
関
連
も
重
要
で
あ
る
。
こ

の
法
律
に
よ
っ
て
、
保
護
観
察
所
に
社
会
復
帰
調
整
官
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
社
会
復
帰
調
整
官
は
「
精
神
保
健
福
祉
士
そ
の
他
の

精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
」（
同
法
二
〇
条
三
項
）
で
あ
る
か
ら
、
薬
物
犯
罪
者
の
処
遇
に
も
貢

献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る�
。

　

最
後
に
、
薬
物
犯
罪
者
処
遇
に
関
す
る
知
見
を
他
の
精
神
障
害
者
処
遇
に
活
用
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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た
し
か
に
、
薬
物
乱
用
と
他
の
精
神
障
害
と
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
精
神
病
の
場
合
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
病
気
そ
れ
自
体
が
犯
罪
で
は
な
い
が
、
薬
物
の
場
合
は
乱
用
・
依
存
・
中
毒
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
人
格
障
害

や
性
的
逸
脱
の
場
合
も
、
そ
れ
自
体
は
犯
罪
で
は
な
く
、
他
人
に
危
害
を
加
え
た
と
き
に
の
み
犯
罪
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
責
任
能
力
に

つ
い
て
、
精
神
病
の
場
合
は
、
心
神
喪
失
な
い
し
は
心
神
耗
弱
が
認
め
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
が
、
薬
物
や
人
格
障
害
の
場
合
は
概
ね
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
治
療
可
能
性
に
関
し
て
、
精
神
病
の
場
合
は
、
治
療
薬
の
開
発
に
よ
っ
て
、
そ
の
向
上
が
認
め

ら
れ
て
い
る
が
、
薬
物
や
人
格
障
害
の
場
合
は
有
効
な
治
療
法
が
存
在
し
て
い
な
い�
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
相
違
を
確
認
し
た
う
え

で
、
こ
れ
ま
で
の
薬
物
犯
罪
者
処
遇
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
性
犯
罪
者
処
遇
な
ど
の
領
域
に
活
用
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か�
。
薬
物
乱
用
も
精
神
障
害
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
、
精
神
障
害
者
処
遇
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
点
で
、
更
生
保
護
の
現
場
か
ら
、「
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
薬
物
依
存
者
に
よ
る
薬
物
再
使
用
、
再
犯
と
い
う
刑
事
司

法
の
問
題
よ
り
も
、
薬
物
依
存
症
に
限
ら
ず
精
神
障
害
者
の
処
遇
に
お
け
る
精
神
医
療
、
精
神
保
健
福
祉
の
社
会
資
源
の
乏
し
さ
で
は
な

い
か�
」
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
薬
物
犯
罪
者
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
総
合
的
な
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
た
め
の
素
地
は
着
実
に
備
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
処
遇
を
担
当
す
る
諸
機
関
の
効
果
的
な
連
携
を
早
期
に

完
成
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
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（
１
）　

平
成
一
六
年
版
厚
生
労
働
白
書
二
六
〇�
二
六
一
頁
、
平
成
一
七
年
版
同
白
書
三
五
九
頁�
三
六
〇
頁
。

　
（
２
）　

暴
力
団
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
組
織
犯
罪
の
概
念
」
西
原
春
夫
編
「
共
犯
理
論
と
組
織
犯
罪
」（
二
〇
〇
三
年
）
一
四
八
頁
以
下
参
照
。

　
（
３
）　

平
成
一
七
年
版
厚
生
労
働
白
書
三
六
〇
頁
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
五
年
一
月
二
四
日
。

　
（
４
）　������������������������������������

�������������������������������������� ��

　
（
５
）　

責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、
青
木
紀
博
「
覚
せ
い
剤
中
毒
と
刑
事
責
任
能
力
」
京
都
産
業
大
学
論
集
二
七
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
〇
七
頁
以
下
、
拙

稿
「
責
任
能
力
」
町
野
朔
＝
丸
山
雅
夫
＝
山
本
輝
之
編
「
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
刑
法
総
論
」（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
二
頁
以
下
参
照
。
量
刑
に
関
し
て
は
、
懲
役

刑
に
加
え
て
罰
金
刑
を
科
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
罰
金
刑
の
執
行
に
つ
い
て
」
犯
罪
と
非
行
一
四
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
二
〇
頁
参
照
。
強

制
採
尿
に
つ
い
て
は
、
山
中
俊
夫
「
概
説
刑
事
訴
訟
法
」（
一
九
八
九
年
）
一
〇
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。

　
（
６
）　

逸
見
武
光
「
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
と
犯
罪
」
澤
登
俊
雄
・
所
一
彦
・
星
野
周
弘
・
前
野
育
三
編
著
「
新
・
刑
事
政
策
」（
一
九
九
三
年
）
四
〇
六
頁
。

　
（
７
）　

和
田
清
「
薬
物
乱
用
・
依
存
の
現
状
と
鍵
概
念
」
こ
こ
ろ
の
科
学
一
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
頁
。

　
（
８
）　

逸
見
・
前
掲
論
文
四
〇
六
頁
。

　
（
９
）　

和
田
・
前
掲
論
文
一
八
頁
。

　
（　

）　

平
成
一
六
年
度
版
我
が
国
の
精
神
保
健
福
祉
一
五
〇
頁
。

１０

　
（　

）　

逸
見
・
前
掲
論
文
四
〇
七
頁
。

１１

　
（　

）　

融
道
男
・
中
根
允
文
・
小
見
山
実
監
訳
「
Ｉ
Ｃ
Ｄ�
　

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害�
臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン�
」（
一
九
九
三
年
）、
高
野
三

１２

１０

郎
・
大
野
裕
・
染
谷
俊
幸
訳
「
Ｄ
Ｓ
Ｍ�
　
�
Ｔ
Ｒ
精
神
疾
患
の
分
類
と
診
断
の
手
引
き
」（
新
訂
版
・
二
〇
〇
三
年
）。

��

　
（　

）　

高
木
敏
之
「
薬
物
乱
用
者
の
更
正
と
そ
の
諸
問
題�
医
療
措
置
と
取
締
り
の
間
で�
」
更
正
保
護
と
犯
罪
予
防
一
一
七
号
（
一
九
九
五
年
）
七
三
頁
以

１３
下
参
照
。

　
（　

）　

警
視
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部　

薬
物
銃
器
対
策
課
「
平
成
一
六
年
中
に
お
け
る
薬
物
・
銃
器
情
勢
に
つ
い
て
（
前
）」
捜
査
研
究
六
四
六
号
（
二

１４
〇
〇
五
年
）
一
〇
頁
。

　
（　

）　

平
成
一
七
年
版
警
察
白
書
一
九
〇�
一
九
三
頁
。
起
訴
率
と
量
刑
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
年
版
犯
罪
白
書
四
四
頁
。

１５

一
六
三

薬
物
犯
罪
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処
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社
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（
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（　

）　

平
成
一
六
年
版
犯
罪
白
書
三
九
頁
。

１６

　
（　

）　

平
成
一
七
年
版
警
察
白
書
一
九
七
頁
。
な
お
、
以
前
の
状
況
に
関
し
て
は
、
平
成
三
年
版
警
察
白
書
、
平
成
七
年
版
犯
罪
白
書
参
照
。

１７

　
（　

）　

山
中
・
前
掲
書
七
九
頁
。

１８

　
（　

）　

成
瀬
暢
也
＝
高
澤
和
彦
「
薬
物
依
存
症
の
治
療
」
こ
こ
ろ
の
科
学
一
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
二
頁
、
梅
野
充
「
物
質
依
存
症
の
外
来
治
療
で
心
が

１９
け
た
い
こ
と�
社
会
資
源
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て�
」
精
神
科
治
療
学
一
九
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
四
四
頁
、
平
井
愼
二
「
薬
物
乱
用
対
策
に

お
け
る
取
締
処
分
と
援
助
の
連
携
の
あ
り
方
」
法
と
精
神
医
療
一
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

最
決
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
（�����������������������

�����������������������
）。
佐
久
間
修
「
医
師
の
守
秘
義
務
と
公
益
上
の
通
報
義
務
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
三
号

２０
六
四
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

生
駒
貴
弘
「
保
護
観
察
の
新
た
な
取
組
み�
薬
物
乱
用
減
少
に
向
け
て�
」
罪
と
罰
四
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
四
頁
以
下
、
佐
久
間
佳
枝
「
簡

２１
易
尿
検
査
の
導
入
に
つ
い
て
」
同
誌
七
二
頁
以
下
、
生
駒
貴
弘
＝
平
井
愼
二
＝
南
元
英
夫
＝
西
祐
子
「
覚
せ
い
剤
事
犯
者
の
保
護
観
察
に
お
け
る
尿
検
査

の
試
み
に
つ
い
て
」
更
生
保
護
と
犯
罪
予
防
一
三
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
九
六
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

松
本
俊
彦
＝
岡
田
幸
之
＝
柑
本
美
和
＝
吉
川
和
男
「
法
的
措
置
（
通
報
義
務
）
と
物
質
依
存
・
乱
用
」
精
神
科
治
療
学
一
九
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
四

２２
年
）
一
四
三
八
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

平
成
一
六
年
版
犯
罪
白
書
三
二
九
頁
。
矯
正
局
教
育
課
「
薬
物
事
犯
受
刑
者
処
遇
研
究
会
及
び
『
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
』
研
究
会
の
概

２３
要
報
告
」
刑
政
一
一
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
〇
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

行
刑
改
革
推
進
委
員
会
「
監
獄
法
改
正
の
概
要
〜
行
刑
改
革
会
議
提
言
を
受
け
て
〜
」（
二
〇
〇
五
年
二
月
）（
法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２４
（��������������������

��������������������
）
で
入
手
可
能
）。

　
（　

）　

名
取
俊
也
＝
南
ゆ
り
「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
八
巻
八
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
九
頁
参
照
。
な

２５
お
、
名
執
雅
子
「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
に
お
け
る
改
善
指
導
等
の
充
実
に
つ
い
て
」
同
誌
二
八
頁
参
照
。

　
（　

）　

戸
高
義
憲
「
覚
せ
い
剤
等
薬
物
乱
用
防
止
指
導
に
つ
い
て
」
刑
政
一
一
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
二
頁
以
下
。

２６

　
（　

）　

細
水
令
子
「
行
刑
施
設
に
お
け
る
覚
せ
い
剤
事
犯
受
刑
者
の
処
遇
」
罪
と
罰
四
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
八
頁
。
な
お
、
小
柳
武
「
覚
せ
い
剤
受

２７

一
六
四

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
九
○
）



刑
者
の
処
遇
に
対
す
る
類
型
化
の
試
み
」
犯
罪
社
会
学
研
究
七
号
（
一
九
八
二
年
）
五
五
頁
以
下
、
同
「
覚
せ
い
剤
事
犯
受
刑
者
の
特
質
と
処
遇
」
犯
罪

と
非
行
七
二
号
（
一
九
八
七
年
）
一
六
一
頁
以
下
、
羽
根
啓
一
「
薬
物
事
犯
受
刑
者
に
対
す
る
矯
正
処
遇
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）

四
二
頁
以
下
、
山
入
端
津
由
「
薬
物
依
存
か
ら
の
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
刑
政
一
〇
八
巻
八
号
（
一
九
九
七
年
）
一
〇
六
頁
以
下
、
楡
木
佳
子
「
覚
せ
い
剤

取
締
法
違
反
女
子
受
刑
者
へ
の
グ
ル
ー
プ
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ�
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｉ
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
効
果
の
検
討�
」
犯
罪
心
理
学
研
究
四
一
巻
一
号

（
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
以
下
、
辰
巳
輝
昭
「
薬
物
乱
用
・
依
存
者
に
対
す
る
処
遇
の
現
状
と
今
後
の
課
題
」
犯
罪
と
非
行
一
三
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一

〇
三
頁
以
下
、
阿
部
惠
一
郎
「
医
療
刑
務
所
に
お
け
る
精
神
科
医
療
」
精
神
科
看
護
二
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
頁
以
下
、
西
口
芳
伯
「
京
都
医

療
少
年
院
の
紹
介�
法
と
医
療
の
接
点�
」
京
都
学
園
法
学
四
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
九
頁
以
下
、
松
本
俊
彦
「
薬
物
依
存
者
の
支
援
と
更
生
の
あ
り

方
に
つ
い
て
」
刑
政
一
一
六
巻
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
四
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　���������������������������������

���������������������������������

２８

　
（　

）　�� ��
ジ
ャ
パ
ン
の
公
式
サ
イ
ト
（�����������������������������
�����������������������������
）
に
よ
る
。

２９

　
（　

）　

尾
田
真
言
「
ア
パ
リ
に
よ
る
『
保
釈
中
の
刑
事
被
告
人
に
対
す
る
薬
物
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
』」
季
刊
刑
事
弁
護
三
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
三
頁
以
下
、

３０
同
「
ア
パ
リ
、
ダ
ル
ク
が
提
供
可
能
な
薬
物
自
己
使
用
事
犯
者
に
対
す
る
薬
物
依
存
症
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム　
―　
米
国
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト
制
度
を
参
考
に
し

て
」
犯
罪
と
非
行
一
四
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
五
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

横
地
環
「
更
生
保
護
の
薬
物
処
遇
」
犯
罪
と
非
行
一
二
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
七
頁
以
下
参
照
。

３１

　
（　

）　

榎
本
正
也
「
覚
せ
い
剤
乱
用
者
に
対
す
る
保
護
観
察
」
犯
罪
社
会
学
研
究
七
号
（
一
九
八
二
年
）
八
五
頁
。

３２

　
（　

）　

生
駒
・
前
掲
論
文
三
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
簡
易
尿
検
査
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
横
地
・
前
掲
論
文
一
四
七
頁
参
照
。
ま
た
、
久
保
貴
「
覚
せ
い

３３
剤
事
犯
対
象
者
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
」
罪
と
罰
二
七
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
六
頁
以
下
、
蛯
原
正
敏
「
薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
更
生
保
護
」
法
律
の

ひ
ろ
ば
四
九
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
五
五
頁
以
下
、
正
木
恵
子
「
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
ケ
ー
ス
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
〜
更
生
保
護
の
現
場
か
ら
〜
」

犯
罪
と
非
行
一
三
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
四
頁
以
下
、
菅
沼
登
志
子
「
薬
物
依
存
者
の
『
更
正
』
援
助
に
つ
い
て
」
犯
罪
と
非
行
一
三
四
号
（
二
〇
〇

二
年
）
六
八
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

高
木
・
前
掲
論
文
、��������������������

�
�������������������
参
照
。

３４

一
六
五

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
九
一
）



　
（　

）　�������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������

３５

　
（　

）　�������������������������������
������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������

３６

　
（　

）　�������������������������������
�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������

３７

　
（　

）　���������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���������������������

３８�������������������������������

��������������������������������������������
�����������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������
川
野
雅
資

（
監
訳
）「
司
法
精
神
看
護
」（
二
〇
〇
三
年
）
二
四
七
頁
以
下
、
三
四
六
頁
以
下
参
照
。
一
九
九
八
年
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
、
平
井
慎
二
「
日
本
の
薬
物

乱
用
に
対
す
る
治
療
的
対
応
の
あ
り
方
」
法
と
精
神
科
臨
床
一
巻
（
一
九
九
七
年
）
二
三
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������

３９�������������������������������

���������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������������������������
���������������������������
横
地
・
前
掲
論
文
一
四
〇
頁
以
下
、
菅
沼
・
前
掲
論
文
七
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
処
分
は
、
二
〇
〇
三
年
刑
事
司
法
法
が
施
行
さ
れ
れ
ば
、
廃
止
さ
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
法
は
、
一
六
歳
以
上
の
犯
罪
者
に
対
し
て
、
犯
罪
の
重

大
性
に
応
じ
た
包
括
的
な
社
会
内
処
遇
を
創
設
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
（　

）　�������������������������������

��������������������������������������������������

������������������

４０

　
（　

）　�����������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

����������������������

４１

　
（　

）　�����������������������������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������

４２

　
（　

）　

平
野
哲
郎
「
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト�
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
（
社
会
復
帰
的
司
法
）
の
試
み
」
判
例
時

４３
報
一
六
七
四
号
（
一
九
九
九
年
）
二
八
頁
、
尾
田
・
前
掲
論
文
（
犯
罪
と
非
行
一
四
一
号
）
一
六
四
頁
以
下
、
中
原
修
「
薬
物
事
犯
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー

チ
に
向
け
て
」
刑
事
弁
護
四
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
八
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
七
「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
薬
物
乱
用
の
動
向
と
効
果
的
な
薬
物
乱
用
者
処
遇
対
策
に
関
す
る
調
査
研
究
」（
二
〇

４４
〇
五
年
）。
そ
の
概
要
は
平
成
一
六
年
版
犯
罪
白
書
三
二
九
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
外
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
飯
野
伸
子
「
少

年
薬
物
犯
罪
者
の
処
遇
再
考
」
桐
蔭
論
叢
一
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
五
頁
以
下
参
照
。

一
六
六

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
九
二
）



　
（　

）　

小
柳
武
＝
染
田
惠
「
日
本
に
お
け
る
薬
物
乱
用
者
処
遇
の
現
状
と
課
題
」
前
掲
・
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
七
・
三
一
九
頁
以
下
、
小
沼
杏
坪

４５
「
薬
物
依
存
者
に
対
す
る
治
療
・
処
遇
の
体
制
の
現
状
と
課
題
」
警
察
学
論
集
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
二
三
頁
以
下
、
林
原
雅
樹
「
覚
せ
い
剤
使

用
の
原
因
と
対
策�
文
理
融
合
の
刑
事
政
策�
」
社
会
環
境
研
究
一
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
以
下
、
横
地
、
飯
野
・
前
掲
論
文
参
照
。

　
（　

）　

高
木
・
前
掲
論
文
八
六
頁
。
こ
の
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
瀬
川
晃
「
覚
せ
い
剤
事
犯
の
多
発
化
と
犯
罪
者
処
遇
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
二
号

４６
（
一
九
八
六
年
）
二
四
六
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

松
本
俊
彦
＝
岡
田
幸
之
＝
柑
本
美
和
＝
吉
川
和
男
・
前
掲
論
文
一
四
三
八
頁
以
下
参
照
。

４７

　
（　

）　

上
田
寛
「
犯
罪
学
講
義
」（
二
〇
〇
四
年
）
二
四
三
頁
、
守
山
正
＝
西
村
春
夫
「
犯
罪
学
へ
の
招
待　

第
二
版
」（
二
〇
〇
一
年
）
一
一
〇
頁
、
金
尚
均

４８
「
麻
薬
刑
法
の
展
開�
�
�
」
龍
谷
法
学
三
七
巻
一
号
九
九
頁
、
二
号
一
〇
四
頁
、
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
九
頁
以
下
、
同
「
違
法
薬
物
の
少
量
自
己

使
用
に
つ
い
て
の
可
罰
性
」
刑
事
弁
護
四
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
三
頁
以
下
、
平
井
秀
幸
「
覚
せ
い
剤
使
用
の
『
犯
罪
化
』・『
医
療
化
』
論
に
関
す

る
再
検
討
」
犯
罪
社
会
学
研
究
三
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
九
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

青
木
紀
博
「
薬
物
濫
用
と
犯
罪
」
宮
澤
浩
一
＝
藤
本
哲
也
＝
加
藤
久
雄
編
「
犯
罪
学
」（
一
九
九
五
年
）
二
七
〇
頁
以
下
、
中
野
目
善
則
「
薬
物
乱
用
犯

４９
罪
」
加
藤
久
雄
＝
瀬
川
晃
編
「
刑
事
政
策
」（
一
九
九
八
年
）
二
六
四
頁
以
下
、
藤
本
哲
也
「
刑
事
政
策
概
論
〔
全
訂
第
三
版
〕」（
二
〇
〇
五
年
）
三
八
六

頁
以
下
参
照
。
な
お
、
大
谷
實
「
刑
事
政
策
講
義
第
四
版
」（
一
九
九
六
年
）
四
〇
八
頁
参
照
。

　
（　

）　

平
井
愼
二
「
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
観
察
法
施
行
後
の
規
制
薬
物
乱
用
者
に
対
す
る
処
遇
」
町
野
朔
編
「
精
神
医
療
と
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察

５０
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
四
頁
以
下
参
照
。

　
（　

）　

現
在
の
と
こ
ろ
、
薬
物
依
存
を
解
消
す
る
薬
物
療
法
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
和
田
・
前
掲
論
文
二
〇
頁
）。����������������������������

�
����������������������������������

５１���������������������

�������������������������

　
（　

）　

拙
稿
「
性
犯
罪
者
の
処
遇
」
法
学
新
報
一
一
二
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
三
五
頁
以
下
、
同
「
性
犯
罪
者
処
遇
の
動
向
」
警
察
政
策
八
巻
（
二

５２
〇
〇
六
年
）
参
照
。

　
（　

）　

菅
沼
・
前
掲
論
文
七
九
頁
。

５３

一
六
七

薬
物
犯
罪
者
の
処
遇�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
一
七
九
三
）


